
愛知県の行政改革の取組

愛知県総務部総務課



○ 愛知県の行革大綱の策定状況

昭和60～62年度

（3年間）

愛知県行政改革推進計画

（愛知県行革大綱）

昭和60年12月

平成8～10年度

（3年間）

愛知県行政改革推進計画

（愛知県新行革大綱）

平成7年12月

平成11～20年度

（10年間）

愛知県行政改革推進計画

（愛知県第三次行革大綱）

平成10年12月

平成20～22年度

（3年間）

あいち行革大綱２００５

－後半（平成20～22年度）の取組について－

平成20年3月

平成17～22年度

（6年間）

あいち行革大綱２００５平成17年2月

平成14～20年度

（7年間）

改訂愛知県第三次行革大綱

（県庁改革プログラム）

平成13年12月

計画期間行革大綱の名称策定時期

１ これまでの行政改革のあゆみ



本庁組織の見直し（18年度）

政策調整機能や国際関係体制の強化等

地方機関の見直し（20年度）

県民事務所、山村振興事務所の設置等

本庁組織の再編（12年度）

知事直轄及び11部を8部に

地方機関の再編（14年度）

164機関を122機関に

組織

あいち行革大綱２００５第三次及び改訂第三次行革大綱項 目

1,331人削減（17～21年度）

知事部局等、教育の事務部門

2,540人削減（11～16年度）

知事部局等、教育・警察の事務部門

及び教職員

職員

定数

1,273億円（17～21年度）

21年度は他に職員給与等抑制244億円
3,524億円（11～16年度）行革効果額

協働ロードマップ策定手順書（21年度）

市場化テストモデル事業（19、20年度）

総務事務センター設置（18年10月）

ＮＰＯ交流プラザ開設（14年度）

協働ルールブック2004策定（16年度）

行政評価制度導入（14年度～）

協働

・

その他

23施設廃止等（17～21年度）

21年10月1日予定 96施設
45施設廃止等（11～16年度）

公の

施設

２ 第三次及び改訂第三次行革大綱、
あいち行革大綱2005の主な実績



３ 職員定数の推移（H10～H21)
教 職 員
＋962人

（+2.0%）

警察職員
＋1,649人
（+13.0%）

一般職員
▲3,421人
（▲23.1%）

一般職員
▲3,421人
（▲23.1%）

【教 職 員】（教員･学校職員）

第２次ベビーブーム前後の世代が都市部

へ集中し、小中学校児童･生徒数が増加

⇒ H16～ 小中学校教員の増員

【警察職員】（警察官･警察職員）

警察庁が治安の維持･回復のため、地方

警察官の増員を実施

⇒ H13～H19・H21 警察官の増員

【一般職員】（知事部局･公営企業･教育事務等）

「（改訂）第三次行革大綱」及び

「あいち行革大綱2005」に基づく配置
事務事業の廃止・縮小、事務処理方法の
改善、民間委託、組織の再編・合理化など
の取組を実施

この間の削減率は全国トップクラス
（総務省定員管理調査 都道府県中 第４位）



①社会経済の大変革への対応

・世界同時不況→地域経済への打撃→未曾有の財政危機
・社会全体としてのセーフティネットの弱体化・・・

②分権・協働型社会への対応
・第二期地方分権改革の進展
・ＮＰＯの活動の拡大、企業の社会貢献活動の活発化・・・

③組織の活性化と信頼の回復

・団塊の世代の大量退職、継続的な定数削減や組織のスリム化
・不適正経理問題などによる県行政への信頼低下・・・

４ さらなる改革の必要性
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義務的経費　（人件費、扶助費、公債費）

県税収入は、景気の急減速により激減している一方で、医療・介護・公債費などの義務的経費は増加傾向にある。

（注）1.平成19年度までは決算額。平成20年度は最終予算額。平成21年度は当初予算額。
2.歳出及び義務的経費は借換債除きの規模。(義務的経費は最終予算額)

５ 歳出規模と県税収入の推移
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○県民一人当たりの県債残高
　　20年度末見込　　５６４，２７７円
　　21年度末見込　　５８７，８１５円
　　（県民7,185,744人・・・20年3月31日現在住民基本台帳人口による)

(注)　平成19年度までは決算額。平成20年度は最終予算見込ベース。平成21年度は当初予算見込ベース。
　　　白抜きは、臨時財政対策債（Ｈ13～）、減税補てん債（Ｈ6～Ｈ18）、臨時税収補てん債（Ｈ9）、退職手当債（Ｈ10、11、20、
　　　21）、国税化資金手当債（Ｈ21）の計としている。
　　　県債残高の（　　　）は、減債基金の積立残高を除いた額。

平成２０、２１年度の特例的な県債の増発により、県債残高は急増しているが、その中でも通常の県債の残高は、
投資的経費の抑制を反映し、減少基調にある。
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６ 県債残高の推移



4月 5月30日 11月16日 5月28日 12月8日 秋予定 年内 年度内 3月末

※ は政府における取組み

地方分権改革推進法 ※平成19年4月1日から施行し、平成22年3月31日に失効（3年間の時限立法）

第二期地方分権改革の推進スケジュール
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○ 重点行政分野の抜本的見直し
○ 基礎自治体への権限移譲

○ 国の出先機関の見直し
○ 義務付け・枠付けの見直し

○ 税財政制度改革
○ 義務付け・枠付け見直しの

具体的措置 等

７ 第二期地方分権改革の動向



＜計画期間＞ ５年間（平成２２年度～平成２６年度）

＜改革の取組方向＞

①健全で持続可能な行財政基盤の確立

・事務事業の見直し、民間委託の推進、コスト縮減、財源の確保・・・

②分権・協働型社会を先導する県庁づくり

・市町村への権限移譲、ＮＰＯとの協働、企業との連携・・・

③効率的かつ適正で創造力にあふれる行政組織の実現

・定員・給与の適正管理、人材の育成・活用、仕事の改善・工夫や
政策形成機能の強化・・・

８ 新たな行革大綱について



新たな行革大綱策定２月

第３回委員会
最終提言とりまとめ

知事へ提出

１２月～
２２年１月

１１月

中間とりまとめに対するパブリックコメント
公聴会

第２回委員会
中間とりまとめ案について

中間とりまとめ公表

１０月

９月

あいち行政改革推進フォーラム
～行革を考える県民会議～ （尾張会場）

８月

職員アンケート
あいち行政改革推進フォーラム
～行革を考える県民会議～ （三河会場）

７月

県政モニターアンケート（５００名）第１回委員会（６月１２日）
新たな行革大綱の基本的な考え方と取組
の方向について

６月

有識者アンケート（２００名）２１年 ５月

意見の把握等大綱の検討年 月

９ 新たな行革大綱の策定スケジュール


